
近年の地域公共交通に関する国の施策

Ｈ１９.１０：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行

Ｈ２３：「地域公共交通確保維持改善事業」創設

Ｈ２０：「地域公共交通活性化・総合事業」創設・交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定
め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするための、交通政策基本法
が平成２５年１２月に公布・施行された。

（交通政策基本法の規定）
・基本理念等（§２～§７）
→基本的認識、様々な交通手段の適切な役割分担と連携、関係者の連携・協働、交通の安全の確保 等
・国の施策
→豊かな国民生活の実現（日常生活の交通手段確保、高齢者・障害者等の円滑な移動）
適切な役割分担と連携（総合的な交通体系の整備、まちづくり、観光等との連携） 等

Ｈ２５.１２：「交通政策基本法」施行

・「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」と一括審議（コンパクト・プラ
ス・ネットワーク）
・交通政策基本法の基本理念に則り、地方公共団体が中心となり、まちづくりと連携
し、持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を図るための、地域公共交通網
形成計画の作成制度を創設
・地域公共交通の再編を進めるための地域公共交通再編事業を創設し、同事業を
実施するための地域公共交通再編実施計画の認定制度を創設。

Ｈ２６.１１：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
の一部を改正する法律」施行

・地域公共交通活性化再生法の枠組みに基づく取組の実効性を担保していくために、
国土交通大臣の認定を受けた取組に対し、（独）鉄道・運輸機構を通じた出資等
を行う制度を創設。

Ｈ２７.８：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政
法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律」施行

・交通政策基本法に基づき、交通に関する施策の「基本的方針」、「目標」、「講ずべき
施策」を定める交通政策基本計画が平成２７年２月に閣議決定された。
・３つの基本的方針（Ａ～Ｃ）の下、施策毎に具体的な数値目標を定めている。
例）地域公共交通網形成計画の策定総数【2013年度 － ➔ 2020年度 １００件】

・交通政策基本法第１４条に基づき、交通の動向及び政府が交通
に関して講じた施策に関する報告等を毎年作成する。
・平成２７年６月に、同法に基づく初めての「交通政策白書」が閣議
決定された。

Ｈ２７.６：「交通政策白書」閣議決定

Ｈ２７.２：「交通政策基本計画」閣議決定

（今後の取組）
・関係省庁、地方運輸局等と連携・協働しつつ、交通政策基本計画に基づく施策を着実に実施及び同計画のフォローアップを実施
・相談対応、手引き等の充実や地域公共交通確保維持改善事業、出資等を通じた地域公共交通網形成計画等の作成や同計画に基づく事業実施の支援

Ｈ２６．１：地域公共交通部会 中間とりまとめ
・地域公共交通活性化再生法の改正の方向性の提示
（解決の方向性）
・まちづくり、観光振興等の地域戦略との一体性の確保 ・地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの形成
・地域特性に応じた多様な交通サービスの組み合わせ ・広域性の確保
・住民の協力を含む関係者の連携 ・具体的で可能な限り数値化した目標設定

Ｈ２６．７：国土のグランドデザイン２０５０
・コンパクト・プラス・ネットワークの考え方の提示

Ｈ２７.８：「国土形成計画」閣議決定
Ｈ２７.９：「社会資本整備重点計画」閣議決定

調和
連携・整合



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針（国のガイドライン）

地域公共交通総合連携計画の作成・実施

市町村、公共交通事業者、道路管理者、
港湾管理者、公安委員会、住民等

協議会

 平成１９年度制定。

 地域公共交通の活性化及び再生を図るため、市町村が地域の関係者による協議会を組織して、「地域公共交通総合連
携計画」を策定し、同計画に即して関係主体が取組を進める制度を創設。

地域公共交通総合連携計画（市町村が作成）

・協議会への参加に対する応諾義務
・計画作成・変更等の提案制度
・協議会参加者の協議結果の尊重義務

【問題点】
▶ 連携計画の多くは民間バスが廃止された路線について、コミュニティバスなどで
代替するための単体の計画にとどまる。

▶ 数少ない交通ネットワーク全体を対象とした連携計画も一部作成されたが、ま
ちづくり、観光振興等の地域戦略との一体的な取組に欠けている。

▶ ＬＲＴ、地方鉄道以外による地域公共交通網の再編については、実効性を担
保する措置が講じられていない。

○ 地域公共交通の活性化・再生に関する計画
○ これまでに市町村により６０１の計画作成
○ ＬＲＴ（Light Rail Transit）の整備、ＢＲＴ（Bus Rapid Transit）の普及促進、

地方鉄道の上下分離（自治体が施設を所有する公有民営方式）等の計
画について、実効性を担保する措置（関連法の特例など）を講じ、一定
の効果（ＬＲＴの整備 ３件、鉄道の再構築 ４件）

乗合タクシー

鉄道再構築
・再生

乗継円滑化

海上運送高度化

ＬＲＴ整備

ＢＲＴ整備
コミュニティバス

地域公共交通の活性化・再生

法律上の特例有り

法律上の特例無し

地域公共交通網の再編



地域公共交通活性化再生法等改正の概要

地域公共交通再編実施計画 実施計画 実施計画
･･･

地域公共交通特定事業

地域公共交通再編事業 軌道運送
高度化事業

（ＬＲＴの整備）

鉄道事業
再構築事業
（上下分離） ･･･

 コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携

 地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築

地域公共交通網形成計画

国土交通大臣が認定し、計画の実現を後押し

改正地域公共交通活性化再生法の基本スキーム

事業者と協議の上、
地方公共団体が
協議会を開催し策定

面的な公共交通ネットワークを再構築
するため、事業者等が地方公共団体
の支援を受けつつ実施

基本方針 国が策定 まちづくりとの連携に配慮

本格的な人口減少社会における地域社会の活力の維持・向上

①地方公共団体が中心となり、②まちづくりと連携し、
③面的な公共交通ネットワーク を再構築

ポイント

コンパクトなまちづくりと一体となった公共交通の再編のイメージ

Ｚ

現 状

いずれのバス路線も
低頻度の運行回数

公共交通沿線へ
の居住の誘導

拠点エリアにおける循環型の
公共交通ネットワークの形成

中心駅

まちづくりと一体となった公共交通の再編

拠点間を結ぶ
交通サービスを充実

歩行空間や自転車
利用環境の整備

コミュニティバス等による
フィーダー（支線）輸送

拠点エリア

マイカーが主要な移動手段

※富山市、熊本市、豊岡市、三条市等の取組を参考として作成

公共交通空白地域

立地適正化計画

地域公共交通再編実施計画
連携

乗換拠点の
整備

拡散した市街地

好循環を実現

デマンド型

乗合タクシー等
の導入

拠点エリアへの
医療、福祉等の
都市機能の誘導

病院

役場

福祉施設

○地域公共交通活性化再生法の一部改正法（平成２６年５月公布・１１月施行）

○地域公共交通活性化再生法及び鉄道・運輸機構法の
一部改正法（平成２７年５月公布・８月施行）

地域公共交通活性化再生法に基づく国土交通大臣の認定を受けた
地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対する
産業投資による鉄道・運輸機構を通じた出資等の仕組みを創設し、
支援の充実・多様化を図る。

（ＬＲＴ） （ＢＲＴ） （ＩＣカード）

・平成29年６月末までに３０３件の地域公共交通網形成計画が

国土交通大臣に送付された。

・平成29年６月末までに15件の地域公共交通再編実施計画が

認定された。

・１４２団体が、地域公共交通網形成計画の作成

（平成29年度中）について具体的検討の意向を示している。

・２９団体が、地域公共交通再編実施計画の作成

（平成29年度中）について具体的検討の意向を示している。



地域公共交通網形成計画 策定状況

■ 改正地域公共交通活性化再生法の施行（平成２６年１１月）以降、平成２９年６月末までに、３０３件の地域公共交通
網形成計画が策定され、１５件の地域公共交通再編実施計画が国土交通大臣により認定

※１４２の地方公共団体が、
平成２９年度中に地域公共交通
網形成計画の策定を検討中

再編実施計画について、
・既に認定を受けた団体：桃色
・策定意向のある団体 ：クリーム
色

北海道 函館市 福島県 福島市 千葉県 東金市 福井県 三重県 津市 岡山県 井原 市 佐賀県

深川市 会津若松市 鴨川市 四日市市 高梁市

岩見沢市 郡山市 君津市 伊勢市 瀬戸内市 伊万里市

千歳市 伊達市 八街市 松阪市 玉野市 鹿島市

釧路市 南相馬市 南房総市 伊賀市 倉敷市 吉野ヶ里町

美唄市 棚倉町 佐倉市 名張市 津山市 長崎県 佐世保市

帯広市 石川町 長南町 尾鷲市 真庭市 五島市

岩内町 楢葉町 大多喜町 鯖江市 紀北町 久米南町 対馬市

白糠町 西郷村 東京都 岐阜県 岐阜市 和歌山県 橋本市 大村市

白老町 茨城県 水戸市 高山市 京都府 木津川市 松浦市

仁木町 日立市 神奈川県 藤沢市 恵那市・中津川市 福知山市 広島県 三原市

安平町 下妻市 海老名市 羽島市 三次市

斜里町 常陸太田市 大和市 美濃加茂市 広島市 熊本県 熊本市・嘉島町

音更町 かすみがうら市 真鶴町 土岐市 東広島市 八代市

青森県 青森県 神栖市 山梨県 甲州市 各務原市 廿日市市 水俣市

八戸市 行方市 新潟県 柏崎市 関市 江田島市 合志市

弘前市 牛久市 佐渡市 多治見市 北広島町 大津町

三沢市 稲敷市 上越市 飛驒市 広島県 坂町 美里町

五所川原市 土浦市 魚沼市 海津市 大崎上島町 和水町

鰺ヶ沢町 龍ケ崎市 長岡市 静岡県 下田市 安芸太田町

岩手県 八幡平市 潮来市 阿賀野市 伊豆市 神石高原町

釜石市 つくば市 糸魚川市 御殿場市 兵庫県 豊岡市 山口県 宇部市

宮古市 鹿嶋市 新発田市 姫路市 周南市

北上市 桜川市 見附市 神戸市 光市 大分県

花巻市 筑西市 富山県 高岡市 加古川市 長門市

岩手町 高萩市 黒部市 加東市 美祢市

大槌町 五霞町 富山市 湖西市 たつの市 山陽小野田市

秋田県 秋田市 城里町 魚津市 藤枝市 小野市 香川県 高松市 別府市

湯沢市 大子町 小矢部市 小山町 小豆島町・土庄町 大分市

鹿角市 東海村 愛知県 豊橋市 愛媛県 東温市 杵築市

由利本荘市 栃木県 真岡市 岡崎市 滋賀県 西予市 中津市

大仙市 大田原市 一宮市 愛南町 臼杵市

仙北市 鹿沼市 長野県 松本市・山形村 豊川市 甲賀市 高知県 高知市 九重町

にかほ市 宇都宮市・芳賀町 日進市 大阪府 河内長野市 宿毛市 宮崎県

北秋田市 塩谷町 田原市 奈良県 奈良県 田野町

五城目町 益子町 弥富市 宇陀市 佐川町

藤里町 那須町 清須市 広陵町 徳島県 小松島市 えびの市

美郷町 茂木町 長久手市 鳥取県 つるぎ町 都城市

宮城県 大崎市 埼玉県 熊谷市 上田市 豊田市 福岡県 福岡市 小林市

栗原市 春日部市 佐久市 蒲郡市 北九州市 門川町

石巻市 上尾市 小諸市 東海市 久留米市 鹿児島県 薩摩川内市

白石市 越谷市 駒ヶ根市 西尾市 中間市 鹿屋市

山形県 山形市 入間市 長野市 新城市 筑紫野市 日置市

酒田市 小川町 箕輪町 東郷町 行橋市 姶良市

鶴岡市 鳩山町 信濃町 豊山町 島根県 朝倉市 南さつま市

吉見町 木曽町 武豊町 豊前市 鹿児島市

寄居町 中川村 南知多町 飯塚市 霧島市

小国町 東秩父村 高山村 東浦町 江津市 糸島市 沖縄県 南城市

大桑村 飛島村 松江市 宗像市

大田市 岡垣町

久山町

那珂川町

長井市・南陽市・川西
町・白鷹町

東京都・中央区・港区・
江東区

沼津市（戸田地区）・下
田市・伊豆市・南伊豆
市・松崎町・西伊豆町

福井市・大野市・勝山
市・あわら市・坂井市・
永平寺町
（えちぜん鉄道沿線地域）

福井市・鯖江市・越前
市・越前町
（福井鉄道沿線地域）

飯田市・松川町・高森
町・阿南町・阿智村・平
谷村・根羽村・下條村・
売木村・天龍村・泰阜
村・喬木村・豊丘村・大
鹿村

高岡市・氷見市・砺波
市・南砺市
（城端・氷見線沿線地域）

佐賀県・唐津市・玄海町

設楽町・東栄町・
豊根村

京都府・綾部市・南丹
市・京丹波町
（JR山陰本線沿線）

京都府・笠置町・和束
町・南山城村
（JR関西本線沿線）

鳥取県・米子市・境港
市・日吉津村・大山町・
南部町・伯耆町・日南
町・日野町・江府町

島根県・松江市・
出雲市
（一畑電車沿線地域）

鳥取県・鳥取市・岩美
町・若桜町・智頭町・八
頭町

宮崎県・日向市・門川町・
美郷町・諸塚村・椎葉村

人吉市・錦町・多良木町・

湯前町・水上村・相良村・

五木村・山江村・球磨村

あさぎり町

三木市・小野市・神戸
市

大分県・中津市・宇佐市・
豊後高田市

大分県・竹田市・豊後大野
市・臼杵市

彦根市・愛荘町・豊郷
町・甲良町・多賀町

京都府・兵庫県・福知
山市・舞鶴市・宮津市・

京丹後市・伊根町・
与謝野町・豊岡市

（北タンゴ鉄道沿線地域）

長崎県・諫早市・雲仙市・
島原市・南島原市

笠岡市（岡山県）
福山市（広島市）



地域の実情に応じたネットワークの形成（奈良県の事例①）

①奈良県地域交通改善協議会メンバーの交通事業者・市町村などに対し、路線バス
・ コミュニティバス等の路線別データの提供を求める

② データに基づき、路線バス・コミュニティバスの指標・目標と照らし合わせ路線
毎に『診断』を実施

③ 『診断』 の結果を踏まえ、関係市町村・交通事業者・道路管理者・警察・住民
代表等で、路線毎の望ましい姿について協議・ワークショップを行う

④ 協議・ワークショップにおいて、まちづくりや保健、医療、福祉、教育、観光、
産業等に係る施策との連携を踏まえ、公共交通とまちづくりのあり方、観光振興
等と絡めた利用促進策等に関するアイデア出しを行う

⑤複数の市町村に跨がる路線バス等を中心に、まちづくりの方向性、実施事業な
どを示した『公共交通とまちづくりのデッサン』を作成

診断指標

路線別検討会議

※県内を東部、中部、南部、北西部に大別し、更に路線ごとに19グループに細別

第５回懇談会 （株）奈良交通ご発表資料より抜粋



地域の実情に応じたネットワークの形成（奈良県の事例②）

「公共交通とまちづくりのデッサン」例（八木新宮線、十津川線）

第５回懇談会 （株）奈良交通ご発表資料より抜粋



地域の実情に応じたネットワークの形成（八戸市の事例①）

 「中心街ターミナル」を起点に、12区間を「幹線軸・準幹線軸」に設定。10～20分（準幹

線は30分）間隔の運行維持を表明し、沿線と鉄道駅周辺を「公共交通の利用が便利な

居住区域」と表現。

 事業者間・系統間で「一体的な運行計画の設定」を求める。

第２回懇談会 吉田委員ご発表資料より抜粋



地域の実情に応じたネットワークの形成（八戸市の事例②）

■ 八戸駅線の共同運行化・・・「競争から共創」の契機に

 八戸駅⇔中心街（三日町）間を運行する、2事業者22系統の運行計画を八戸市の調整

下で一体的に設定し、「生産性の向上」と「分かりやすさ・便利さ」の両立を目指す共同

運行化を実現。

【運行ダイヤの比較】 ＊八戸駅発平日時刻

（従前） 9:03*  9:17 9:28*  9:31*  9:40 9:43* 9:46* 9:59 

⇒ 2社が 112.5往復／日を運行

（現在） 9:00   9:10*  9:20  9:30*  9:40  9:50* 10:00

⇒ 2社が 90.5往復／日を10分間隔で運行 （08年4月～）

⇒ 2社の 定期券共通化＋のりば共通化

【効果】 両事業者ともに「乗客増」「黒字化」達成（2008年度）

（乗車人員） 135万4千人 → 144万1千人 乗客 6.4％増

（収支） 1,567万円の「赤字」 → 2,556万円の「黒字」

第２回懇談会 吉田委員ご発表資料より抜粋



公共交通の利便性の向上

第２回懇談会 広島県
ご発表資料より抜粋

【ＩＣＴを活用した情報提供の充実例】

【待合環境の改善例】

第２回懇談会 吉田委員ご発表資料より抜粋

上屋やベンチの設置

百貨店内のバス接近表示



需要の創出①

第２回懇談会
鈴木委員
ご発表資料より抜粋

高齢者への公共交通利用促進事例（無料パス）

第４回懇談会
（株）みちのりホールディングス
ご発表資料より抜粋

第３回懇談会
全但バス（株）
ご発表資料より抜粋

【学生への働き
かけの事例】

【「おでかけ」の
きっかけ作りの
事例】



需要の創出②

【バス待合所に
外国人案内所
の機能を持たせ
た事例】

第３回懇談会
全但バス（株）
ご発表資料より抜粋

第３回懇談会
加藤委員
ご発表資料より抜粋

【旅客運送と併せて実施可能な
様々なサービスを提供している
事例】



運転者不足（とさでんの事例）

とさでん交通においては、路線再編と併せたダイヤ改正により、
欠員改善をしたものの、いまだ各営業所が欠員状態である。

欠員分については、時間外勤務や休日出勤、
貸切バス運転者起用で対応

必要人数･･･各営業所の本仕業数に予備率1.31を掛けて算出
実績人数･･･ＯＢ乗務員は0.5人として集計
欠員数（不足人数）＝必要人数－実績人数

出典：とさでん交通HP



乗合バス車両の高車齢化

青森県主要4社（2015.3)

車両の老朽化

平均車令
　17.1年

5年以内

6～10年

11～15年

16～20年

21年以上

10％

12％

11％

21％

46％
112台

高年式の車両が多く、修理費負担が高額化

• 昔は都市部で10年程度、中古で地方にいって5-7年程度使われるのが多かったが、今では都市部
でも15年以上使われるケースも増え、地方では25-30年車齢の車両も出てきている。

• その結果、バリアフリーの進展も、特に地方で遅れている。

• 中古車価格の高騰により、地方部で車両の調達が困難になってきている。

• 車両故障、最悪の場合、火災事故も心配され、車両が動かなくなり路線休止という事態もありうる。

• 都市部の車齢の若い中古車両を、きちんと地方部で活用できるような補助のスキームが考えられ
ないか。

第２回懇談会 日立電鉄交通サービス（株）
ご発表資料より抜粋 第２回懇談会 吉田委員ご発表資料より抜粋

（第４回懇談会 鎌田委員ご発表資料より抜粋）



自動運転

現在（実用化済み） 2020年まで 2025年目途

実用化が見
込まれる自
動走行技術

・ 自動ブレーキ
・ 車間距離の維持
・ 車線の維持

・ 高速道路における
ハンドルの自動操作
- 自動追い越し
- 自動合流・分流

・ 限定地域における無人
自動走行移動サービス
(遠隔型、専用空間）

・ 完全自動走行

自動車メー
カー等による
開発状況

市販車へ搭載 試作車の走行試験
（2020年頃の実用化を目
標）

IT企業による構想段階 課題の整理

政府の役割 • 実用化された技術の
普及促進

• 正しい使用法の周知

• ハンドルの自動操作に
関する国際基準（※２）

の策定（2016～
2017年）

➝ 日本・ドイツが国際議論
を主導

• 2017年までに必要な
実証が可能となるよう
制度を整備

• 技術レベルに応じた
安全確保措置の検討

• 開発状況を踏まえた
更なる制度的取扱の
検討

• 完全自動走行車に
対応した制度の整備
- 安全担保措置
- 事故時の責任関係

（※１）「世界最先端IT国家創造宣言工程表」（2013年6月高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定）中の
「10～20年程度の目標を設定した官民ITS構想・ロードマップを検討し、策定する」との記載を踏まえ策定。

（※２）現在の国際基準では、時速10km超での自動ハンドル操作が禁止されている。

官民 ITS 構想・ロードマップ 2016 （平成 28 年5月高度情報通信
ネットワーク社会推進戦略本部決定）を踏まえ作成（※１）

（Rinspeed社HPより ）（本田技研工業HPより ） （トヨタ自動車HPより）



交通事業者の経営力の強化（みちのりＨＤの事例①）

第４回懇談会
みちのりホールディングス
ご発表資料より抜粋

【データを活用した運賃見直し事例】

【学生への働きかけ事例】



交通事業者の経営力の強化（みちのりＨＤの事例②）

第４回懇談会
みちのりホールディングス
ご発表資料より抜粋

【路線バスを活用した貨物輸送の事例】



厳しい経営環境のなか、自治体が施設を保有し、鉄道事業者は運行業務に特化する
『公有民営方式』への転換と、地域の関係者による利用促進等を実施

■鉄道事業再構築事業
◇若桜鉄道が保有する用地・施設を若桜町・八頭町

が無償で譲り受け、維持管理を行い、
若桜鉄道に無償貸与。

■地域が一体となって展開する利用促進
◇自治体職員による利用促進

・若桜町、八頭町職員の鉄道通勤へのシフト、
公務利用 等

◇沿線住民による利用促進
・自治会等による計画的な回数券購入 等

■観光資源を活用した需要喚起
◇各種イベントの企画・開催

・ＳＬ等車両運転体験 等
◇観光商品の企画・販売

・団体ツアー誘致、関連グッズ販売 等

鉄道再構築事業の実績

（観光ツアーの様子）

若桜鉄道㈱

運 行

車両保有

運行事業に特化維持管理

若桜町、八頭町

土地保有

インフラ保有

鉄道施設を保有・維持

（若桜鉄道のSL）

わ か さ や ず

わ か さ

鉄道用
地・鉄道
施設の

無償貸与

平成21年度～

公有民営方式 （若桜鉄道（鳥取県若桜町、八頭町）の事例 ）

 三陸鉄道
 福井鉄道
 若桜鉄道
 信楽高原鐵道
 北近畿タンゴ鉄道
 近畿日本鉄道（内部線、八王子線）

※平成28年度からは、若桜町、八頭町が車両を保有するスキームに変更



地元住民の主体的な参画（岐阜市の事例①）

○地域が日常生活の移動の確保のため、自らコミュニティバスを導入するシステム
○地域が当事者意識を持ち、効率的・利便性を確保する。（運賃、ルートすべて決定）

高齢者等の地域内における
日常生活の移動の確保

地域住民が主役となる

市民協働の手づくり
コミュニティバス

バス停の組み立て

地域の人のバスガイト

運営協議会の様子 記念式典の風景

地域住民

行政（市） 交通事業者

地域住民が主体となった運営協議会を設置

地域が経営感覚を持った運営
（地域住民が計画・運営）

運営の支援 バスの運行

ルート
ダイヤ
運賃も

地域が決定

地域は最大限努力
（明確な収入目標）
地域負担（運賃・広告）

地域に応じて

１５～40％

行政が
地域の努力を支える

行政負担（補助金）

地域に応じて

60～85％

運行の継続は
地域の努力次第

第４回懇談会
岐阜市
ご発表資料より抜粋



地元住民の主体的な参画（岐阜市の事例②）

○地域の努力によって利用者が増え続ける持続可能なコミュニティバスシステムを構築
○地域に運行継続基準を明確に示し⇒地域が基準を達成
この成功体験が地域の絆づくりに繋がり、さまざまな活動を展開

○地域の努力によって利用者が増え続ける持続可能なコミュニティバスシステムを構築
○地域に運行継続基準を明確に示し⇒地域が基準を達成
この成功体験が地域の絆づくりに繋がり、さまざまな活動を展開

本格運行

運行継続

効率性・補助額チェック

試行運行

効率性・補助額チェック

地域住民による
・運行計画の見直し
・収支改善策の検討
運賃の見直し
広告収入の検討 等

○地域の努力がサービス向上に
つながった代表的な事例

・本格運行移行のため自発的に
運賃100円→200円へ値上げの後、
地域努力で利用を増やし、
運賃200円→100円に値下げを実現
→値下げにより利用者がさらに増加
する好循環

Plan

Do

Check

Action

3年毎に
チェック

2年間

第４回懇談会
岐阜市
ご発表資料より抜粋


